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自
治
会
等
で
平
成
25
年
度
中
に

支
払
っ
た
防
犯
灯
の
維
持
費
（
電

気
料
金
）
の
一
部
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

■
申
請
期
限　

２
月
14
日
㈮

■
補
助
対
象

　

自
治
会
等
が
設
置
し
て
電
気
料

金
を
支
払
っ
て
い
る
防
犯
灯
（
公

衆
街
路
灯
）
で
、
広
告
灯
お
よ
び

こ
れ
に
類
す
る
照
明
施
設
を
除
い

た
も
の
。

■
補
助
額

　

平
成
25
年
度
中
に
支
払
っ
た
電

気
料
金
の
３
割
以
内

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
危
機
管
理
課

　

交
通
治
安
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
８
４

○
各
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係

　

経
済
的
な
理
由
で
大
学
へ
の
進

学
が
困
難
な
方
に
奨
学
資
金
（
入

学
支
度
金
・
修
学
金
）
の
貸
付
を

し
て
い
ま
す
。

※
ほ
か
の
奨
学
金
な
ど
を
受
け
る

　

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
込
期
限

　

３
月
10
日
㈪

■
貸
付
予
定
人
員

○
入
学
支
度
金　

２
人

○
修
学
金　
　
　

５
人

■
貸
付
対
象
者
の
要
件

入
学
支
度
金

○
修
学
金
の
貸
付
を
受
け
る
要
件

　

を
備
え
て
い
る
方
の
親
権
者
ま

　

た
は
未
成
年
後
見
人

修
学
金

○
日
本
国
民
で
、
引
き
続
き
３
年

　

以
上
西
条
市
に
住
所
が
あ
る
方

　

の
子
弟
で
、
４
年
制
以
上
の
大

　

学
に
進
学
さ
れ
る
方

○
学
業
・
人
物
と
も
に
優
秀
な
方

○
学
資
の
支
払
い
が
困
難
で
あ
る

　

と
認
め
ら
れ
る
方

■
貸
付
額

○
入
学
支
度
金　

30
万
円
以
内

○
修
学
金　

月
額
３
万
円
以
内

■
貸
付
金
返
還

○
貸
付
金
は
無
利
子
で
、
修
学
金

　

貸
付
期
間
終
了
後
、
１
年
間
据

　

え
置
き
。

○
入
学
支
度
金
は
４
年
間
で
、
半

　

年
ご
と
に
３
万
７
５
０
０
円
を

　

返
還
。

○
修
学
金
は
８
年
間
で
、
原
則
半

　

年
ご
と
に
貸
付
金
額
に
応
じ
て

　

返
還
（
受
給
者
の
状
況
に
よ
り

　

月
賦
、
半
年
賦
、
年
賦
と
返
還

　

方
法
が
あ
り
ま
す
）。

○
修
学
金
の
貸
付
を
中
止
さ
れ
た

　

奨
学
生
に
係
る
奨
学
金
は
、
中

　

止
さ
れ
た
月
の
翌
月
か
ら
１
年

　

以
内
に
返
還
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
学
校
教
育
課

　

学
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
５
２

防
犯
灯
維
持
費
の
補
助
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

大
学
奨
学
金
貸
付
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　

３
月
31
日
㈪
に
確
定
す
る
農
業

委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

を
行
い
ま
す
。

　

登
録
に
該
当
す
る
方
は
確
認
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
録
資
格

　

平
成
６
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
で
、
市
内
に
住
所
が
あ

り
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ

き
耕
作
の
業
務
を
営
む
方
、
も
し

く
は
そ
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ

の
配
偶
者
で
、
１
年
に
60
日
以
上

耕
作
に
従
事
す
る
方

■
縦
覧
期
間

　

２
月
23
日
㈰
～
３
月
９
日
㈰　

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所

　

市
庁
舎
別
館

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
６
３

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
に

よ
る
平
成
26
年
度
の
交
通
災
害
共

済
の
加
入
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

交
通
災
害
共
済
は
、
国
内
の
交

通
事
故
で
災
害
を
受
け
た
場
合
に

見
舞
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。

　

簡
単
に
加
入
で
き
て
請
求
手
続

き
も
簡
単
で
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ

て
加
入
し
、
万
一
の
交
通
事
故
に

備
え
ま
し
ょ
う
。

■
共
済
期
間

　

平
成
26
年
４
月
１
日
～
平
成
27

年
３
月
31
日

※
年
度
途
中
に
加
入
さ
れ
た
場
合

　

は
、
掛
金
を
納
め
た
翌
日
か
ら

　

開
始
と
な
り
ま
す
。

■
掛
金
（
年
間
１
人
当
た
り
）

○
一
般　
　
　
　

７
０
０
円

○
中
学
生
以
下　

３
０
０
円

※
年
度
途
中
に
加
入
し
た
場
合
も

　

同
額
で
す
。

■
加
入
口
数

　

１
人
１
口

■
加
入
資
格

○
西
条
市
に
住
所
登
録
を
し
、
市

　

内
に
居
住
し
て
い
る
方

○
西
条
市
に
居
住
す
る
交
通
災
害

　

共
済
加
入
者
の
被
扶
養
者
で
、

　

市
外
に
居
住
し
て
い
る
方　
　

■
加
入
方
法

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
（
郵
便
局

を
除
く
）
の
窓
口
に
申
込
用
紙
と

掛
金
を
持
参
し
、
加
入
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
用
紙
の
配
布

○
平
成
25
年
度
の
交
通
災
害
共
済

　

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
に
は
、

　

世
帯
全
員
が
加
入
で
き
る
申
込

　

用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
世
帯
の
一
部
の
方
が

　

加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
加
入

　

者
の
み
記
載
し
た
申
込
用
紙
を

　

送
付
し
ま
す
。

○
平
成
25
年
度
は
未
加
入
で
、
平

　

成
26
年
度
の
交
通
災
害
共
済
に

　

加
入
を
希
望
す
る
方
は
、
申
込

　

用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
担

　

当
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
危
機
管
理
課

　

交
通
治
安
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
８
４

○
各
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係

交
通
災
害
共
済
の
加
入
受
付
を

行
い
ま
す


